
確定申告書の作成はインターネットで

　令和 2 年 1 月から、2 カ所以上の給与所
得がある方、年金収入や副業などの雑所得
がある方など、利用できる方の範囲が広が
ります。

スマホ　確定申告

①マイナンバーカード方式
② ID・パスワード方式
　（事前に税務署で本人確認の上、取得が必要）

問合先  作成コーナーに関する質問（  0570-01-5901）、
　　　 　マイナンバーカード利用の設定（  0120-95-0178）

e-Taxでの提出方法 スマホで確定申告 対象が広がりました

　国税庁ホームページ内の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、簡単に申告書を作成できます。
作成した申告書は e-Tax または郵送で税務署（〒 440-8504）に提出してください。

　

令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
在
住
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
所
得
税
の
申
告
を
し

な
い
方

■
給
与
所
得
者

・
令
和
元
年
（
平
成
31
年
）
中
に
退
職
し
た

・
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
た

・
給
与
以
外
に
所
得
が
あ
っ
た

・
雑
損
控
除
・
医
療
費
控
除
を
受
け
る�

な
ど

■
公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者

・
年
金
以
外
に
所
得
が
あ
っ
た

・�

支
払
元
に
扶
養
控
除
等
申
告
書
を
提
出
し
て
い

な
い

・�

社
会
保
険
料
控
除
や
生
命
保
険
料
控
除
な
ど
を

受
け
る�

な
ど

■ 

営
業
・
農
業
・
不
動
産
・
利
子
・
配
当
な
ど

の
所
得
が
あ
っ
た
方

※�

所
得
が
な
く
て
も
、
国
保
の
軽
減
適
用
な
ど

の
た
め
申
告
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
申
告
書
が
送
付
さ
れ
た
方
は
、
申
告
書

裏
面
の
「
所
得
が
な
か
っ
た
場
合
」
の
記
載

欄
に
記
入
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
給
与
所
得
者

・
給
与
の
年
間
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を
超
え
る
方

・�
１
カ
所
か
ら
給
与
を
受
け
、
給
与
所
得
・
退
職

所
得
以
外
の
各
種
所
得
合
計
額
が
20
万
円
を
超

え
る
方

・�

給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
、
年
末
調
整
さ

れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
と
、
給
与
所
得
・
退

職
所
得
以
外
の
各
種
所
得
と
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
方�

な
ど

■
公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者

※�

公
的
年
金
の
収
入
が
400
万
円
以
下
で
そ
れ
以

外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
方
は
、
還
付
申

告
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
個
人
の
事
業
・
不
動
産
所
得
者

　

�

各
種
所
得
合
計
額
が
所
得
控
除
お
よ
び
配
当

控
除
よ
り
多
い　
な
ど

■
土
地
・
建
物
な
ど
を
売
却
し
た
方

　

�

譲
渡
所
得
を
含
む
各
種
所
得
合
計
額
が
所
得

控
除
、
配
当
控
除
よ
り
多
い　
な
ど

※�

相
続
税
の
相
談
を
す
る
方
は
、
事
前
に
税
務

署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

と　
き　

�

２
月
５
日
水
～
14
日
金

　
　
　
　
（
土
日
㊗
を
除
く
）

　
　
　
　
午
前
９
時
～
正
午
、

　
　
　
　
午
後
１
時
～
午
後
４
時

※�

混
雑
状
況
に
よ
り
受
付
を
早
め
に
終
了
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ　
豊
橋
税
務
署　
１
階
申
告
会
場

対　
象

・�

給
与
所
得
者
で
金
融
機
関
な
ど
か
ら
借
入
を
し

て
新
築
・
中
古
住
宅
を
取
得
し
た
方

・
年
金
受
給
者
で
還
付
申
告
を
す
る
方

と　
き　

�

２
月
17
日
月
～
３
月
４
日
水

　
　
　
　
（
土
日
㊗
を
除
く
）

　
　
　
　
午
前
９
時
30
分
～
正
午
、

　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　
市
民
体
育
セ
ン
タ
ー

対　
象

・�

給
与
所
得
者
、
年
金
受
給
者(

相
談
内
容
が
複

雑
な
方
は
除
く)

・�

事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
の
う
ち
、
平
成
30
年

分
の
所
得
金
額
が
300
万
円
以
下
の
方
（
消
費
税

の
課
税
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
29
年

分
の
課
税
売
上
高
が
３
千
万
円
以
下
の
方
）

※�

譲
渡
所
得
、山
林
所
得
、贈
与
税
の
申
告
受
付・

相
談
は
、
税
務
署
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

市
県
民
税
の
申
告
会
場
で
、
所
得
税
申
告
の

う
ち
、
次
の
相
談
で
き
ま
す
。

・�

給
与
所
得
（
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
場
合
な

ど
）

・
公
的
年
金
な
ど
の
雑
所
得

・
医
療
費
控
除
、
寄
附
金
控
除
な
ど

※�

事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
）、
不
動
産
所
得
、

土
地
・
建
物
・
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
、
山

林
所
得
、
申
告
分
離
選
択
の
配
当
・
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
の
初
回
・
贈
与
税
、
消
費
税
の
相
談

は
で
き
ま
せ
ん
。

事
前
相
談
会

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談
所

市
県
民
税
申
告
会
場
で
の
所
得
税
申
告

対　
象

対　
象

市
県
民
税

所
得
税
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